
令和４年 10 月１日 
一般社団法人日本建設機械施工協会 

 

お知らせ 
 
１．はじめに 
・これまで初級・専門級の掘削作業の実技試験は３t 以上の機体（「掘削作業（大）」）で行っ
てきましたが、令和 5 年４月１日（土）以降実施する実技試験において、従来掘削作業の実
技試験を行ってきたすべての会場で３t 未満の機体（「掘削作業（小）」）でも実施します（上
級はこれまでどおり 3t 以上の機体です）。 
 
        令和 5 年３月 31 日まで     令和５年４月１日以降 

      の試験（初・専門級）      の試験（初・専門級） 
 ３t 以上の機体   掘削作業    →→→    掘削作業（大） 
 ３t 未満の機体  ＜実施なし＞          掘削作業（小） （今回追加） 
 
・ついては、令和４年 10 月 3 日（月）正午より受付を開始します。 
・なお、令和５年３月 31 日（金）以前に実施する実技試験を希望される方は、受検申込書
及び受検申請書では掘削（大）を選択願います（掘削（小）を選択されても掘削（大）での
受検となります）。 
・また、協会 HP (https://jcmanet.or.jp/gaikokujinginoujisshu/juken-tetsuzuki/) も参考と
されますようご案内いたします。 
・本件の問合せは、技能評価部 鈴木（電話 03‐6809‐1757（直））までお願いします。 
 
２．主な変更点等（令和 4 年 10 月１日現在の内容です。今後変更があり得ます） 
〇受検申込書（様式１：エクセル仕様に変更しております）（P3） 
 これまで初級・専門級では、「掘削」を選択頂いていましたが、令和５年４月１日（土）
以降実施する実技試験においては「掘削（小）」又は「掘削（大）」のいずれかを選択頂く
ことになります（上級は、「掘削」に代わり「掘削（大）」を選択頂くことになります）。 

 なお、支援サイトへの登録は、（小）（大）を省き「掘削作業」のみの入力でかまいません。 
 
〇受検申請書（様式３、４、５）（P4） 
 これまで初級（様式３）・専門級（様式４）では、「掘削」を選択頂いていましたが、「掘
削（小）」又は「掘削（大）」のいずれかを選択頂くことになります（上級（様式５）は、「掘
削」に代わり「掘削（大）」を選択頂くことになります）。 
 
〇請求書 

「掘削作業（小）」と「掘削作業（大）」と分けて記載します。 
なお、受検料は「掘削作業（小）」「掘削作業（大）」いずれもこれまでの「掘削作業」と
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同額です。 
 
〇受検票 

これまで作業種の欄は「掘削作業」のみの記載でしたが、「掘削作業（小）」又は「掘削作
業（大）」のいずれかが記載されます。 
 なお、令和５年４月１日（土）以前に「掘削作業（大）」との記載がある場合があります
が、「掘削作業」に同じです。 
 
〇学科試験問題 
 「掘削作業（小）」及び「掘削作業（大）」共通です。 
 
〇実技試験 
 機体については、「掘削作業（大）」はこれまでの「掘削作業」と同じですが、「掘削作業
（小）」はバケット容量 0.09m3（山積み）を予定しております。 

また、コースについては、「掘削作業（大）」はこれまでの掘削作業と同じですが、「掘削
作業（小）」は障壁の高さが 1.3ｍ（（大）は２m）となる以外は、これまでの「掘削作業」
と同じです。 
 
〇合格証明書及び合格通知書 
 作業種として「掘削作業」のみ記載されます。（小）（大）は記載されません。 
 
〇再受検 
 初回「掘削作業（小）」で受検された方は、再受検時も初回と同じ「掘削作業（小）」での
受検となります（変更不可）。初回「掘削作業（大）」の場合も同様です。 
 
〇専門級での受検 

初級で「掘削作業（小）」を受検された場合、専門級では初級とは関係なく「掘削作業（小）」
又は「掘削作業（大）」いずれででも受検できます。初級で「掘削作業（大）」の場合も同様
です。なお、上級はこれまでどおり３t 以上の機体での受検となります。 
 
3．その他 
・すでに令和 5 年４月以降で初級・専門級の掘削作業の受検を希望して申込書を提出され
ている場合は、改めて協会より「掘削作業（小）」又は「掘削作業（大）」のいずれの希望か
をお聞きします。 
・これまで当協会 HP で公開してきた建設機械施工教本等については、（一社）日本機械土
工協会 HP（http://jemca.jp/TITtest/tittest.html）で公開しております。  
・これまでワード仕様であった受検申込書（様式１）、監理団体情報登録フォーム（様式２）
及び再発行申請書（様式６）はエクセル仕様に変更しております。 
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受検申込書（様式１）

〇希望の受検月（３月まで、４月から）で様式が異なります。

第１・２希望の受検月に
2023年３月までの月を含む
場合は掘削（小）を選ぶ
ことができません

第１・２希望の受検月が2023年４月まで
の月のみの場合は初・専門級で掘削（小）
を選ぶことができます。

第１希望 ３月 第２希望 ２月 → ３月までの様式（上）
第１希望 ４月 第２希望 ３月 → ３月までの様式（上）

第１希望 ４月 第２希望 ５月 → ４月以降の様式（下）

【受検月が2023年３月までのいずれかを含む場合】

【受検月が2023年4月以降の場合】
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受検申請書（様式３，４，５）

〇初・専門級は受検月で様式が異なります。

受検月が2023年３月まで
の場合は掘削（小）を選ぶ
ことができません（専門級
も同じ）

受検月が2023年４月以降
の場合は掘削（小）を選ぶ
ことができます（専門級も
同じ）

上級は受検月に関係なく
掘削（大）のみとなります

【受検月が2023年３月まで
の場合】

【受検月が2023年４月以降
の場合】
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